
議第229号

滋賀県立琵琶湖漕艇場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案
そう

上記の議案を提出する。

平成25年11月28日

滋賀県知事 嘉 田 由 紀 子

滋賀県立琵琶湖漕艇場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例
そう

滋賀県立琵琶湖漕艇場の設置および管理に関する条例（昭和46年滋賀県条例第29号）の一部を
そう

次のように改正する。

第 5条第 4項および第14条第 6項中「者に対しては」を「ときは」に改める。

別表第 1 項の表中「 200 」を「 220 」に、「 280 」を「 300 」に、「 180 」を「 190 」に、

「 240 」を「 260 」に、「 150 」を「 160 」に、「 740 」を「 800 」に、「 860 」を「 930 」に、

「 500 」を「 540 」に、「 400 」を「 430 」に、「 2,980 」を「 3,220 」に、「 1,490 」を

「 1,610 」に、「 3,430 」を「 3,700 」に改め、別表第 2項の表中「 1,370 」を「 1,480 」に、

「 220 」を「 240 」に、「 1,600 」を「 1,730 」に、「 280 」を「 300 」に改め、別表第 3項の

表中「1,490」を「1,610」に、「2,060」を「2,220」に、「2,640」を「2,850」に、「970」

を「 1,050 」に、「 1,260 」を「 1,360 」に改める。

付 則

この条例は、平成26年 4 月 1 日から施行する。
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